
キ、⑦公的年金等に係る雑所得の計算
〔（A) × 割合 － 控除額 ＝ 所得〕

㉗雑損控除の計算方法

差引損失額のうち災害等に関連して支出した金額－５万円

上記のイとロのいずれか多い方の金額が控除額となります。

㉘医療費控除の計算方法
支払った医療費等－保険金などで

① 令和８年１月１日現在、新宮市に居住している人。
医療費控除の特例の計算方法
スイッチOTC医薬品の購入合計額　－１万２千円 ② 給与所得者は通常、申告する必要はありませんが、次のような人は申告しなければなりません。

（ア）勤務先から給与支払報告書が提出されていない人。
（イ）給与所得のほかに「営業等・農業・不動産」などの給与所得以外の所得があった人。
（ウ）昨年途中で退職した人、または勤務先で年末調整を受けなかった人。

③ 収入のなかった人でも、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の課税資料や諸証明書の発行
⑮生命保険料控除の計算（平成25年度の住民税から改正） などで必要となりますから、申告書の裏面「16 収入のなかった方に関する事項」の記載欄に記入のうえ、申告して
○旧制度（一般・個人年金それぞれに適用） ○新制度（一般・個人年金・介護医療それぞれに適用） ください。

● 所得税（国税）の確定申告を提出した方は、市民税・県民税の申告をする必要はありません。
※１　一般分・個人年金分・介護医療分合わせて70,000円が限度。

※2　新旧両制度を適用する場合、一般生命保険料に係る控除は、合計で28,000円が上限となります。（個人年金に係る控除についても同様） ● 年金収入のみの方は通常申告する必要はありませんが、医療費や生命保険料等の控除を受ける場合は申告が
必要になります。

⑯地震保険料控除の計算
● 市民税・県民税（住民税）の申告をした方は、事業税の申告をする必要はありません。

● 申告をしないと雑損、医療費、社会保険料（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金
等）、生命保険料などの所得控除が受けられません。

● 雑損控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除については「領収書または証明書」の提示をして
ください。医療費控除については、「医療費控除の明細書」を作成し提出してください。

※支払金額の多少にかかわらず証明書が必要です。 ※ 申告に際しては、所得者本人が申告受付に来てください。やむをえず代理の方が申告にみえる場合は所得が証
㉔特定親族特別控除 明できるよう収入金額や必要経費など必要事項を申告書に記入してきてください。

㉑配偶者控除

令和７年１月１日～令和７年12月31日までの所得

（１）　申告書 （２）　源泉徴収票（賃金支払明細書）
（３）　各種領収書・証明書 （４）　営業所得等のある方は諸帳簿
（５）　個人番号確認書類 （６）　本人確認書類

※納税義務者（扶養する人）の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。

㉒配偶者特別控除 ⑰

⑱

⑲

※納税義務者（扶養する人）の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けることができません。

⇒ - + ⇒ ⇒

- ⇒ - ⇒

⇒ - + ⇒ ⇒

⇒

12,000円以下

12,001円～ 32,000円まで
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市民税
税率６％

対象外 対象外 対象外　   133万円超

（地震保険契約①により求めた金額）＋（旧長期損害保険契約②により求めた金額）
＝地震保険料控除額（最高限度額25,000円）

22万円 11万円

21万円

18万円

14万円

11万円

8万円

4万円 2万円

11万円

9万円

基 礎 控 除

7万円

6万円

4万円

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

所得が2,400万円以下
所得が2,400万円超2,450万円以下

所得が2,450万円超2,500万円以下

扶 養 控 除

㉕

一 般 の 障 害 者
58万円超　100万円以下

100万円超　105万円以下

105万円超　110万円以下

110万円超　115万円以下

115万円超　120万円以下

120万円超　125万円以下

2万円 1万円

配偶者の合計所得金額
900万円以下

130万円超　133万円以下 3万円

支払った保険料等 地震保険料控除額
支払った保険料の全額

125万円超　130万円以下

33万円

31万円

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

22万円 26万円

11万円 13万円

納税義務者の合計所得金額

障 害 者 控 除

支払った保険料等 支払った保険料の額

同 居 老 親 以 外

地震保険料控除額

⑳

支払った保険料の額
5,000円以下

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

公的年金等雑所得の金額

1,000万円以下 2,000万円超

10,000,000円以上

64歳まで

　　　　-　600,000円 　　　　-　500,000円 　　　　-　400,000円

75％ -　 275,000円

85％ - 　685,000円

95％ - 1,455,000円

　　　　- 1,955,000円　　　　- 1,855,000円

95％ - 1,355,000円

85％ - 　585,000円

75％ -　 175,000円 75％　 -　 75,000円

85％ - 　485,000円

公的年金等の収入
金額の合計額

（A）  1,000万円超
 2,000万円以下

昭和36年1月2日以降に生まれた人 ※下記控除後にマイナスとなる場合、所得は0

95％ - 1,255,000円

　　　　- 1,755,000円

1,300,000円から4,099,999円

4,100,000円から7,699,999円

7,700,000円から9,999,999円

老人控除対象配偶者
控　除　額

900万円以下
900万円超

　 950万円以下
950万円超

　1,000万円以下

33万円 38万円

昭和36年1月1日以前に生まれた人 ※下記控除後にマイナスとなる場合、所得は0

65歳から

3,300,000円未満 　　　　-1,100,000円 　　　　-1,000,000円 　　　　-　900,000円

3,300,000円から4,099,999円 75％ -　 275,000円 75％ -　 175,000円 75％　 -　 75,000円

4,100,000円から7,699,999円 85％ - 　685,000円

ひ と り 親 控 除

5,001円
～15,000円まで

15,001円以上

支払った保険料の合計額
×1/2＋2,500円

一律に10,000円
（最高限度額）

控　　除　　一　　覧　　表

控除額

 95万円超　100万円以下
100万円超　105万円以下
105万円超　110万円以下
110万円超　115万円以下
115万円超　120万円以下
120万円超　123万円以下

 123万円超

寡 婦 控 除

45万円
41万円
31万円
21万円
11万円
 6万円
 3万円
対象外

年齢区分

市 民 税 ・ 県 民 税
（　国民健康保険税 ・ 介護保険料 ・ 後期高齢者医療保険料　） 申告書の書き方イ． 差引損失額（損害金額－保険金などで補てんされた額） － 合

計所得額×10％

32,001円～ 56,000円まで

いずれか少ない
方の金額

令和８年度分

　令和８年度の申告書を提出していただく時期になりました。この申告書は、市民税・県民税を計算す
るための資料になりますので、この「申告書の書き方」をよくお読みになって記入してください。

※申告がなかった場合は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減は受けられません。

申
告
は

３
月

　
日
ま
で
で
す
。

【
　
提
出
は
お
早
め
に

】

特定親族の合計所得金額
58万円超　 95万円以下

両方支払った場合

支払った保険料の
合計額×1/2

地震保険契約だけ

①

同 居 特 別 障 害 者

特 別 障 害 者

50,001円以上

50,000円以下

納税義務者の合計
所得金額 控除対象配偶者

税額控除額

70,001円以上

40,001円～ 70,000円まで

15,001円～ 40,000円まで

15,000円以下
年間の支払った保険料等

支払った保険料の全額

一律に28,000円（最高限度額）

ロ．

合計所得金額×５％

または10万円
補てんされる金額 - 

95％ - 1,255,000円

10,000,000円以上 　　　　- 1,955,000円　　　　- 1,855,000円　　　　- 1,755,000円

1,300,000円未満

85％ - 　585,000円 85％ - 　485,000円

7,700,000円から9,999,999円 95％ - 1,455,000円 95％ - 1,355,000円

56,001円以上

年間の支払った保険料等

市民税
所得割額

税額控除額
均等割
3,000円

市民税年税額
　100円未満

切り捨て

県民税
税率４％

×

×

控　　　除　　　額
支払った保険料の全額

支払った保険料の合計額×１/２+7,500円

支払った保険料の合計額×１/4+17,500円

一律に35,000円（最高限度額）

一律に25,000円
（最高限度額）

老 人

一 般

特 定
㉓

勤 労 学 生 控 除

同 居 老 親 等

所得が2,500万円超は控除なし

②

旧長期損害
保険契約だけ

（平成18年12月31日
までに締結した契約）

県民税
所得割額 　　税制改正により税率及び諸控除等が改正される場合がありますのでご了承

　　ください。

◉申告受付場所と日時

均等割
1,500円

県民税年税額
　100円未満

切り捨て

控　　　除　　　額

支払った保険料の合計額×1/4＋14,000円

支払った保険料の合計額×1/2＋6,000円

一般的な市民税・県民税・森林環境税の計算のしかた

年
　
税
　
額

26万円

30万円

26万円

26万円

30万円

53万円

33万円

45万円

38万円

45万円

43万円

29万円

15万円

森林環境税（国税）　1,000円

熊野川行政局

令和８年２月27日（金）～３月６日（金）
受付時間：午前９時30分～午後４時

令和８年２月24日（火）～２月25日（水）
受付時間：午前９時30分～午後３時

◉申告が必要な方

※　申告についてわからないことがある方は、市役所税務課市民税係

　　（☎23-3333内線1202・1204）にお問い合わせください。

※　この申告書の書き方は、令和７年12月現在の法令等に基づいておりますが、

新宮市役所（１階ギャラリー）
令和８年２月16日（月）～３月16日（月）

受付時間：午前９時～午後４時

※　土日・祝日を除きます。

※　正午～午後１時はお昼休みです。

◉持参するもの

◉ 申 告 内 容

三輪崎支所
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１　収入金額等、２　所得金額について
◎収入金額とは…
　令和７年中（令和７年１月１日～令和７年12月31日）に収入することが確定した金額です。 ⑲「勤労学生控除」…あなたが学生、生徒で勤労による所得を有し、令和７年中の所得
したがって、売掛金や未収入金などのようにまだ入金していない売上代金などでも、その 　　　　金額が85万円以下で、かつその所得のうち自己の勤労によらない所得が10万円
年中の収入金額に含めます。 　　　　以下である場合に受けられます。
◎所得金額とは…
　収入金額から必要経費（収入を得るために直接必要となった売上原価などのほか、販売費、 ⑳「障害者控除」…あなたやあなたの扶養親族が障害者に該当する場合に控除を受け
一般管理費などのような間接的な経費）を差し引いたものをいいます。また、給与、年金に 　　　　られます。
ついては収入金額に応じて一定の額を差し引いて所得額を算出します。 　　　　控除額は４ページの表のとおりです。
ア．① 「営業等」…卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、 　　　　　♦障害者とは

　　運輸業、修理業、サービス業、医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、 　　　　　　令和７年12月31日（年の途中で死亡した場合にはその死亡の日）の現況にお
　　外交員、大工、漁業などの事業から生ずる収入、所得です。 　　　　　　いて、次のいずれかに該当する

　　　　　　・精神や身体に障害のある人
イ．② 「農業」…野菜、果樹などの栽培、農作物の生産、農家が兼営する家畜、 　　　　　　・身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受け

　　家禽などの飼育、酪農物の生産などの事業から生ずる収入、所得です。 　　　　　　　ている人
　　　　　　・精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人

ウ．③ 「不動産」…貸家、アパート、貸宅地、小作料などの家賃や地代による収入、 　　　　　　・65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定
　　所得です。 　　　　　　　を受けている人など

　　　　　♦特別障害者とは
エ．④ 「利子」…公社債及び預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託などの 　　　　　　障害者のうち、次の特に重度の障害のある人

　　分配金による収入、所得です。 　　　　　　・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級または二級と記載されている人
　　　　　　・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている人

オ．⑤ 「配当」…法人から受ける利益の配当、剰余金の分配などの収入、所得です。 　　　　　　・重度の知的障害者と判定された人
　　　　　　・いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない人など

カ．⑥ 「給与」…俸給、給料、賃金、賞与などの収入、所得です。勤務先から「令和７
　　年分給与所得の源泉徴収票」をもらった人は、持参してください。 ㉑「配偶者控除」…同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下

　　　　である場合には控除対象配偶者にあたり、控除を受けられます。
キ、ク、ケ．⑦⑧⑨ 「雑」…年金、原稿料、印税、公演料、放送謝礼金、貸金利子など 　　　　そのうち昭和31年１月１日以前に生まれた人は老人控除対象配偶者にあたります。

他の項目にあてはまらない収入、所得です。公的年金については収入額を記 　　　　控除額は４ページの表のとおりです。
入し、源泉徴収票（ハガキ等）を持参してください。 　　　　　※同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする配偶者（事業専従者を除く）

　　　　　　で合計所得金額が58万円以下の人をいいます。
コ、サ． ⑪「総合譲渡」…土地、家屋など分離して課税される資産以外の機械や船

舶、漁業権、特許権、書画、骨とう、貴金属などの譲渡による収入、所得です。 ㉒「配偶者特別控除」…あなたの生計を一にする配偶者（事業専従者を除く）で、控除
　　・譲渡した資産の保有期間が５年以内のものは「短期」、５年を超えるものは 　　　　対象配偶者に該当せず、あなたの令和７年中の合計所得金額が1,000万円以下
　　　「長期」となります。 　　　　である場合に適用されます。
　　・総合譲渡の必要経費とは、資産の取得価格、設備費やその他譲渡する 　　　　控除額は４ページの表のとおりです。
　　　ために必要な仲介手数料、運搬費などです。

㉓「扶養控除」…令和７年12月31日現在（年の途中で死亡した人の場合は死亡当時）
シ．⑪ 「一時」…クイズなどの賞金、競輪、競馬の払戻金、生命保険金の満期受取 　　　　扶養親族（前年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする親族）を有する

金、立退料などのように一時的な性質の収入、所得です。 　　　　場合に受けられます。配偶者や事業専従者は該当しません。
　　・一時所得の必要経費とは、例えば一時金として受け取る生命保険金の 　　　　控除額は４ページの表のとおりです。
　　　場合、実際に支払った掛け金の合計額です。 　　　　　・扶養親族が年齢16歳未満の場合は、16歳未満の扶養親族（控除対象外）の

　　　　　　欄にその氏名と個人番号を書いてください。
⑫「合計」…①から⑥、⑩・⑪の合計額を書いてください。 　　　　　　（平成22年１月２日以後に生まれた人）
３ 所得から差し引かれる金額に関する事項、４ 所得から差し引かれる金額について 　　　　　・特定扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人
⑬「社会保険料控除」…あなたが令和７年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族 　　　　　　（平成15年１月２日から平成19年１月１日までの間に生まれた人）
　　　　が負担することになっている社会保険料（健康保険、厚生年金保険、雇用保険、 　　　　　・老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢70歳以上の人
　　　　国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金などの保険料または 　　　　　　（昭和31年１月１日以前に生まれた人）
　　　　掛金）を支払った場合に受けられます。 　　　　　・同居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、あなた又はあなたの配偶者
　　　　なお、控除額は支払った保険料の金額です。 　　　　　　のいずれかと同居を常況としている人

　　　　　・親族とは、六親等内の血族および三親等内の姻族のことであり、法定の婚姻
⑭「小規模企業共済等掛金控除」…令和７年中に、小規模企業共済法で定められた 　　　　　　の届出を行っていない、いわゆる内縁の妻（夫）、認知のされていない子ども
　　　　　特定の共済契約の掛金や心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合に 　　　　　　等は実質的に扶養をしていても配偶者控除および扶養控除は受けられませ
　　　　　受けられます。控除額は支払った掛金等の金額です。 　　　　　　ん。

⑮「生命保険料控除」…受取人のすべてをあなたやあなたの配偶者または親族とする ㉔「特定親族特別控除」…あなたと生計を一にする特定親族（事業専従者を除く）
　　　　生命保険契約や、年金の給付を目的とする個人年金保険契約について、あなた 　　　　で、控除対象特定扶養親族に該当しない場合に適用されます。
　　　　が令和７年中に支払った保険料（配当金等は差し引くこと）がある場合に受けられ 　　　　控除額は４ページの表のとおりです。
　　　　ます。控除額の計算は４ページのとおりです。※証明書が必要です。

㉕「基礎控除」…合計所得金額が、2,500万円以下の場合に受けられます。
⑯「地震保険料控除」…損害保険契約等に基づいて、あなたが令和７年中に支払った 　　　　控除額の計算は４ページのとおりです。
　　　　　保険料や掛金のうち地震等損害部分の保険料や掛金がある場合に受けられ
　　　　　ます。また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に基づい ㉗「雑損控除」…令和７年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族が災害や盗難、
　　　　　てあなたが令和７年中に支払った保険料や掛金については、地震保険料控除 　　　　横領により住宅や家財などに損害を受けた場合に受けられます。
　　　　　の対象とすることができます。控除額の計算は４ページのとおりです。 　　　　控除額の計算は４ページのとおりです。
　　　　　　　※証明書が必要です。 　　　　　※明細書を添付してください。

⑰「寡婦控除」…あなたが次のいずれかに該当するとき「寡婦」となり、控除を受けられ ㉘「医療費控除」…令和７年中に、あなたやあなたと生計を一にする親族のために
　　　　ます。控除額の計算は４ページの表のとおりです。 　　　　一定額以上の医療費を支払った場合に受けられます。
　　　　・夫と死別して再婚していない人、または夫の生死の不明な人で令和７年中の 　　　　　※医療費控除最高限度額　200万円
　　　　　合計所得金額が500万円以下である人。 　「医療費控除の特例」…令和７年中にスイッチOTC医薬品を一定額以上購入した
　　　　・夫と離別して再婚していない人で、子以外の扶養親族がいる令和７年中の 　　　　場合に受けられます。
　　　　　合計所得金額が500万円以下である人。 　　　　医療費控除の特例最高限度額　８万８千円

　　　　　※控除額の計算は４ページのとおりです。
⑱「ひとり親控除」…あなたが年末時点に独身（死別・離別・未婚）で令和７年中の合計 　　　　　※医療費控除と特例については選択適用となります。
　　　　所得金額が58万円以下の生計を一にする子を扶養しており、令和７年中の合計  　※医療費控除の明細書が必要です
　　　　所得が500万円以下である場合「ひとり親控除」が受けられます。
　　　　控除額の計算は４ページのとおりです。 ㉙「合計」…㉖（⑬～㉕までの計）・㉗・㉘の合計額を書いてください。

申 告 書 の 書 き 方

この「書き方」は、申告書の様式にしたがって一般的なことがらにつ

いて説明してありますので、記入の前にお読みください。

おわかりにならない点がありましたら、税務課まで、お問い合わせく

ださい。
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